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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年2月12日(2021.2.12)
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【年通号数】公開・登録公報2020-004
【出願番号】特願2019-536086(P2019-536086)
【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月23日(2020.12.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の肺における炎症の治療のための組成物であって、インフラマソームシグナリング
を阻害する薬剤を含む、組成物。
【請求項２】
　前記肺における前記炎症が、中枢神経系（ＣＮＳ）損傷、神経変性疾患、自己免疫疾患
、喘息、慢性閉塞性肺疾患、嚢胞性線維症、間質性肺疾患及び急性呼吸窮迫症候群から選
択される病態により引き起こされる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ＣＮＳ損傷が、外傷性脳損傷（ＴＢＩ）、脳卒中及び脊髄損傷（ＳＣＩ）からなる
群から選択される、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記神経変性疾患が、筋委縮性側索硬化症（ＡＬＳ）、多発性硬化症（ＭＳ）及びパー
キンソン病（ＰＤ）からなる群から選択される、請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
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　前記組成物が、前記患者の肺細胞におけるインフラマソーム活性化の阻害をもたらす、
請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記組成物が、対照と比較して前記患者の肺細胞におけるカスパーゼ－１、ヌクレオチ
ド結合ロイシンリッチリピートピリンドメイン含有タンパク質１（ＮＬＲＰ１）、ヌクレ
オチド結合ロイシンリッチリピートピリンドメイン含有タンパク質２（ＮＬＲＰ２）、ヌ
クレオチド結合ロイシンリッチリピートピリンドメイン含有タンパク質３（ＮＬＲＰ３）
、ＮＬＲファミリーＣＡＲＤドメイン含有タンパク質４（ＮＬＲＣ４）、カスパーゼ－１
１、Ｘ連鎖アポトーシス阻害タンパク質（ＸＩＡＰ）、パンネキシン－１、カスパーゼ活
性化リクルートメントドメイン含有アポトーシス関連スペック様タンパク質（ＡＳＣ）、
インターロイキン－１８（ＩＬ－１８）、ハイモビリティーグループボックス１（ＨＭＧ
Ｂ１）又はアブセントインメラノーマ２（ＡＩＭ２）レベルの低減をもたらし、前記対照
は、非処理患者である、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記肺細胞が、ＩＩ型肺胞細胞である、請求項５又は６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記組成物が、対照と比較して急性肺損傷（ＡＬＩ）の低減をもたらし、前記対照は、
非処理患者であり、ＡＬＩの前記低減が、肺胞及び／又は間質腔中への好中球浸潤の低減
、肺胞中隔肥厚の低減若しくは不存在又はそれらの組合せにより証明される、請求項１～
５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記薬剤が、細胞外ベシクル（ＥＶ）取り込み阻害剤、インフラマソーム構成成分に結
合する抗体又はそれらの組合せである、請求項１～８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記ＥＶ取り込み阻害剤が、化合物又は抗体であり、前記抗体は、表１から選択される
、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記薬剤が、インフラマソーム構成成分に結合する抗体との組合せのＥＶ取り込み阻害
剤であり、前記ＥＶ取り込み阻害剤が、ヘパリンである、請求項９又は１０に記載の組成
物。
【請求項１２】
　前記ヘパリンが、エノキサパリンである、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　インフラマソーム構成成分に結合する前記抗体が、哺乳動物ＡＩＭ２、ＮＬＲＰ１、Ｎ
ＬＲＰ２、ＮＬＲＰ３又はＮＬＲＣ４インフラマソームの構成成分に特異的に結合する抗
体である、請求項９～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記インフラマソーム構成成分が、カスパーゼ－１、ＡＳＣ又はＡＩＭ２である、請求
項９又は１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記インフラマソーム構成成分が、ＡＳＣであり、前記抗体が、前記患者の前記肺にお
けるＡＳＣ活性を阻害する、請求項１４に記載の組成物。
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